
さいたま市監査委員告示第１１号 

 地方自治法第１９９条第１４項の規定により、令和５年９月１２日付けさいたま市

監査委員告示第１５号で公表した定期監査及び行政監査の結果に基づき、さいたま市

長から措置を講じた旨の報告があったので、別添のとおり告示する。 

  令和６年４月８日 

さいたま市監査委員  大 内 美 幸 

同                  工 藤 道 弘 

同         三 神 尊 志 

同                  髙 子   景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

指摘事項等措置報告書 

都市戦略本部及び消防局  

 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

 

１ 収入事務 

公有財産の貸付（電柱）に係る財産

貸付収入において、土地賃貸借契約

の変更契約を締結せず、貸付料を過

少に徴収していたので、適正な事務

処理を行うべきである。 

【未来都市推進部】 

 

２ 支出事務 

⑴ 会計年度任用職員の任用におい

て、社会保険の被保険者の資格の

取得に関する事項及び雇用保険の

被保険者となった旨を届け出てい

なかったので、健康保険法第４８

条、厚生年金保険法第２７条及び

雇用保険法第７条に基づき、適正

な事務処理を行うべきである。 

【行財政改革推進部】 

 

⑵ 資金前渡（インターネット回線

等）において、出納閉鎖前に精算し

ているにもかかわらず、精算残金

を令和３年度の歳出戻入としてい

なかったので、地方自治法施行令

第１５９条に基づき、適正な事務

処理を行うべきである。 

【デジタル改革推進部】 

 

⑶ 公務に関する郵便物の発送にお

いて、私費で郵便料金を支払って

いたので、適正な事務処理を行う

べきである。 

【消防団活躍推進室】 

 

 

 

１ 収入事務 

公有財産の貸付（電柱）に係る貸付

料の算定額を訂正し、本来負担すべ

き金額との差額を追徴しました。 

【未来都市推進部】 

 

 

 

２ 支出事務 

⑴ 令和３年７月より、社会保険被

保険者及び雇用保険被保険者とし

て任用を変更し、加入手続きを行

いました。今後は、健康保険法第４

８条、厚生年金保険法第２７条及

び雇用保険法第７条に則り、適正

な事務処理を行ってまいります。 

【行財政改革推進部】 

 

 

⑵ 支出事務の手引きの戻入処理の

箇所を抜粋し、より詳細な内容を

追記したマニュアルを作成しまし

た。今後は、地方自治法施行令第１

５９条に則り適正な事務処理を行

ってまいります。 

【デジタル改革推進部】 

 

 

 ⑶ 総計予算主義の趣旨に則り、関

係法令及び関係規定並びにマニュ

アル等の再確認を行い、適正な事

務処理を行ってまいります。 

【消防団活躍推進室】 

 

 



 
 

 

３ 契約事務 

⑴ さいたま市持出制御システム賃

貸借契約において、契約内容の変

更に係る専決権者の決裁を経ずに

契約書の差替えを行い、借入物品

の変更をしていたので、さいたま

市事務専決規程第３条に基づき、

適正な事務処理を行うべきであ

る。 

【デジタル改革推進部】 

 

⑵ さいたま市消防局人員輸送車賃

貸借契約等において、入札に係る

委任状の所在が確認できなかった

ので、適正な事務処理を行うべき

である。 

【警防課】 

 

 

⑶ さいたま市消防局救急廃棄物収

集運搬処理業務委託契約におい

て、一般競争入札の告示に係る決

裁を部長決裁とすべきところを課

長決裁としていたので、さいたま

市事務専決規程第３条に基づき、

適正な事務処理を行うべきであ

る。 

【救急課】 

 

 

⑷ 令和４年度署活動用無線機賃貸

借契約において、一般競争入札の

告示に係る決裁を部長決裁とすべ

きところを課長決裁としていたの

で、さいたま市事務専決規程第３

条に基づき、適正な事務処理を行

うべきである。 

【指令課】 

 

４ 財産管理事務 

⑴ 金庫内に、出所が不明な切手等

を保管していたので、適正な事務

 

３ 契約事務 

⑴ 契約変更に係る事務手続きにつ

いて、改めて所属内で周知すると

ともに、契約変更に関する注意点

をまとめたマニュアルを作成いた

しました。今後は、さいたま市事務

専決規程第３条に則り適正な事務

処理を行ってまいります。 

【デジタル改革推進部】 

 

 

⑵ 契約事務における受領書類を記

録し、委任状の所在を明確化する

ためのチェックリストを作成しま

した。今後は、さいたま市契約規則

第１２条に則り適正な事務処理を

行ってまいります。 

 【警防課】 

 

⑶ 令和５年度分の契約事務より、

適正な決裁区分である部長決裁で

の手続を行うよう改めました。ま

た、事務の執行に関する専決区分

の確認徹底について、所属職員に

周知し情報共有を図りました。今

後は、さいたま市事務専決規程第

３条に則り適正な事務処理を行っ

てまいります。 

 【救急課】 

 

 ⑷ 事務の執行に関する専決区分の

確認徹底について、所属職員に周

知し情報共有を図りました。今後

は、さいたま市事務専決規程第３

条に則り適正な事務処理を行って

まいります。 

    【指令課】 

 

 

４ 財産管理事務 

⑴ 出所が不明な切手等について、

さいたま市消防団の経費で購入し



 
 

処理を行うべきである。 

【消防団活躍推進室】 

 

 

 

 

 

⑵ 公有財産の貸付契約（自動販売

機）において、公募の公告に係る決

裁を部長決裁とすべきところを課

長決裁としていたので、さいたま

市事務専決規程第３条に基づき、

適正な事務処理を行うべきであ

る。 

      【消防施設課】 

 

５ 行政事務（行政監査） 

地方公務員法第３３条において、

信用失墜行為の禁止が規定されてお

り、具体的にどのような行為が信用

失墜行為に該当するかについては規

定されていないものの、特定の市民

から金券を受領したこと及び当該金

券を執務室内の金庫で保管していた

ことは、相手方との利害関係の有無

に関わらず、市民の信用を損なうお

それのある行為である。職員一人ひ

とりの行動が、公務全体の信用に影

響を与えることを十分に理解、認識

し、市民の信頼確保の観点から、市職

員として適正な対応をすべきであ

る。 

【消防団活躍推進室】 

 

たものであることが判明しました

ので、返却しました。今後は、金庫

内の点検を定期的に行い、会計規

則等に則り、適正な事務処理を行

ってまいります。 

【消防団活躍推進室】 

 

⑵ 事務の執行に関する専決区分の

確認徹底について、所属職員に周

知し情報共有を図りました。今後

は、さいたま市事務専決規程第３

条に則り適正な事務処理を行って

まいります。 

【消防施設課】 

 

  

５ 行政事務（行政監査） 

  保管していた金券は、相手方に対

して説明を行い、返却いたしました。 

  また、指摘事項について、所属職員

に周知し、コンプライアンスの徹底

について改めて指導しました。今後

は、関係法令及び関係規定等の再確

認を行い、市民の信頼を確保するべ

く、内部統制に対する一層の意識向

上を図り、適正に対応してまいりま

す。 

【消防団活躍推進室】 

 


